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令和８年度 成人期支援体制整備事業 委託仕様書 

 

 

１ 事業名 

  成人期支援体制整備事業 

 

２ 事業内容 

  就労支援機関による連絡会議や、就労支援担当者等を対象とした研修会を開催し、

発達障害のある人の雇用を促進するとともに、青年期の発達障害者が社会から孤立し

ないよう、支援拠点づくり等に取り組む市町村を支援する。 

 

  （１）発達障害者就労支援事業 

就労支援機関等の関係者が、事例検討、情報交換を行う連絡会議を開催すると

ともに、職場における合理的配慮等を学ぶ研修会を開催する。 

・就労支援担当者連絡会 

    ・研修会 

        開催回数：２回 

 （２）青年期以降の支援拠点充実事業 

    発達障害のある青年期以降の者を社会から孤立させないことの重要性を理解

し市町村の取組を促進するための研修会を開催するとともに、支援拠点づくりに

取り組む市町村を支援する。 

    ・研修会開催 １回 

 （３）配置人員 

専門職０．１人 

 

３ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 


